　本日ここに、令和８年第１回大熊町議会定例会を開催し、令和８年度の
予算をはじめ、３４件に及ぶ議案のご審議をお願いするにあたり、私の町政基本方針及び主要施策について申し上げ、議会の皆様のご理解とご支援を
お願いする次第であります。
福島県の新年度予算が示され、当初予算ベースでは１兆２千６０６億円
となり、そのうち、復興の加速及び地方創生のための取り組みに対し、
１千９７０億円が計上されております。
町の重点施策につきましては後ほど申し上げますが、財源の計画的・重点的配分をもとに、令和８年度一般会計の総額を２６９億９千万円と定めて
おります。
　歳入につきましては、町税、地方交付税、国・県支出金、基金繰入金等で財源措置を講じており、特別会計においても坂下ダム施設管理事業など７件の総額を３２億９千９百万円と定め、避難生活や復旧・復興、教育環境の
向上に向けた予算編成となっております。
　令和８年度は、第３期復興・創生期間の初年度になります。東京電力福島第一原子力発電所や中間貯蔵施設などを抱え、大熊町の復興はまだまだ
道半ばであり、今後もさらに復興を加速させる取組を推進してまいります。
　また、同時に最も大事なことは町の存続であります。全国の地方自治体で人口減少により市町村自体の存続が危惧されている中、当町では、国からの交付金等により多くの事業を実施していますが、これも永久に続くわけではありません。その先を考えると、人口の増加や雇用と税収を担う企業の増加が必須であり、このことを考慮しながら施策を実施してまいります。
それでは、各所管の重点施策について、順に申し上げます。
町の状況が刻々と変化する中、町の取組をお知らせするとともに広く皆様のご意見・ご要望を伺う機会を持ちたく、令和８年度は、町政懇談会を開催いたします。できるだけ多くの皆さまにご参加いただき、町民の皆様の生の声を今後の町政に反映させていきたいと考えております。
次に、大野駅周辺整備について申し上げます。令和２年度より始まった
下野上地区一団地事業の基盤整備が令和８年度に終了する予定であり、それに合わせ、さらなる駅西エリアの賑わい創出のため、宅地の整備が完成したところから、宿泊施設や事業者向け貸事務所の誘致を図ってまいります。
さらに、駅東側住宅エリアにおいては民間事業者と連携し、住宅整備の取り組みを進め、JR大野駅周辺全体の活性化を図ります。
また、西大和久地区一団地事業は、令和７年度から一部造成工事に着手
しており、商業エリアや産業エリアの整備を進めていくほか、災害時に対応できる復興防災緑地を整備し通常時はパークゴルフ場として活用してまいります。

他にも、原・旭台地区において、運動公園の整備事業をスタートさせ
ます。令和７年度末には都市計画決定を行い、どのような運動施設が必要なのか等様々な角度から検討を行いつつ、地権者の皆様のご理解をいただき
ながら計画策定を行ってまいります。
大熊インターチェンジ周辺の利活用については、常磐道の休憩施設に
加え、道の駅などの地域振興施設を一体的に整備し、大野駅周辺との相乗
効果を生み出せるよう計画の推進を図ります。
町内の避難指示解除に向けた取り組みとしては、令和５年度に国より認定を受けた特定帰還居住区域復興再生計画を今月中に変更できるよう手続きを進めます。それに伴い区域の拡大を図りつつ、国に対象区域の除染工事を
早急に進めるよう求めるとともに、町内における上下水道や道路といった
基幹的な生活インフラの復旧工事を進めてまいります。
しかしながら、これですべてが解決するわけではありません。帰還意向のない土地や家屋などの取扱い、さらには農地の取扱いについても重要な課題であります。町としては、これらの課題解決のため、引き続き国と協議を
重ね、町内全域の避難指示解除に向けて努力をしてまいります。
ゼロカーボンの推進につきましては、地域エネルギー会社である大熊
るるるん電力株式会社を通じ、駅前スマートコミュニティ事業を継続する
ほか、坂下ダム小水力発電所の電気の町内供給体制を整えるなど電力の
地産地消システムを構築し、ゼロカーボンを核とした復興まちづくり
を推進します。今後もゼロカーボン補助金による支援などにより、民間の
活力を取り入れつつ、脱炭素社会の実現に向けた取り組みをより一層加速
させてまいります。
産業振興関係につきましては、工事に着手した西大和久地区一団地事業
エリア内への企業誘致方針の策定を進めるとともに、既存の中央産業拠点や西工業団地への積極的な企業誘致に取り組み、雇用創出など地域経済の
活性化を推進してまいります。
商業関連につきましては、スーパーマーケットのマルト大熊店について、設計や施工方法等の工夫により、当初の開業予定を大幅に前倒しし、
本年１０月２日の開店に向けて整備工事を進めてまいります。
次に、税務関係について申し上げます。
令和８年度当初予算における税収額を、６０億８千７百２６万２千円と
定めました。町税につきましては、適正な課税に努めるとともに、被災者の負担軽減を図るべく引き続き減免措置を講じてまいります。
なお、これまで周知してきましたとおり、中屋敷・大川原地区の固定資産税については、令和８年度から通常課税とし、特定復興再生拠点区域については、令和８年度から３年間、５０％の課税をお願いすることになります。

次に、子育て支援については、４月から全国一斉に「こども誰でも通園
制度」がスタートし、当町でも認定こども園学び舎ゆめの森で運営が開始されることとなります。保護者の支援と子どもの育ち応援の両方を目指す
もので、６カ月から３歳児未満の未就園児を、保護者の就労要件を問わず、
月１０時間まで預けることができる制度です。本制度を着実に実施し、
移住等により増加する町内子育て世帯を応援してまいります。
障がい福祉では、かねてより要望がありました双葉地方児童発達支援センターが、令和８年度に近隣の富岡町において開所となり、双葉郡８カ町村が委託した社会福祉法人により運営されます。当町はもとより双葉郡内に
居住する支援を必要とする障がいのある子どもに対し、適切なサービスが
提供され、ご本人が明るく安心した日常生活を送れるよう支援を進めて
まいります。
また、令和９年度からの高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計画について、令和８年度にその策定を進めてまいります。今後、地域における支え合い機能の低下が懸念され、身近に支援者がいないなど、支援が届き
にくい高齢者への対応は喫緊の課題であると認識しております。特に介護保険事業では、高齢者の見守り、適切な生活支援及び介護支援を進め、
より一層 町民に寄り添った地域包括支援事業の展開に努めてまいります。

母子保健につきましては、乳幼児期における疾病や発達上の課題の早期発見・早期対応を図るため、町内における乳幼児健診体制の充実に努めるとともに、健診の機会を通じて保護者の育児不安の軽減や必要な支援につなげてまいります。
予防接種につきましては、妊婦を対象としたＲＳウイルスワクチン及び
７５歳以上を対象とした高用量インフルエンザワクチンが新たに定期接種として位置付けられることから、国の方針のもと、対応を進めてまいります。
次に、環境対策関係について申し上げます。
防犯対策につきましては、家庭用防犯カメラの設置に対する補助金を引き続き交付するほか、町としても防犯灯や防犯カメラ設置を進めるなど、町内で安心して居住できるよう地域の防犯強化に努めてまいります。
消防関係につきましては、富岡消防署と連携し、町内の火災予防に努めるとともに、消防水利の点検や消防団資機材の保全管理、団員の募集及び
訓練等を継続して行うなど、更なる防火体制の強化を図ってまいります。
中間貯蔵施設につきましては、昨年８月に国から県外最終処分に向けた
ロードマップが示されましたが、当面５年間の工程であることから、県外で最終処分を完了させるために必要な除去土壌の再生利用及び最終処分地の
選定等、２０４５年３月までのより具体的な工程の提示と県外最終処分に
向けた動きを更に加速させるよう国に求めてまいります。
福島第一原子力発電所の廃炉につきましては、１号機ではガレキ撤去の
準備、２号機では機械の動作確認が行われるなど、使用済核燃料の取り出しに向けた取組みが進められているところです。また、処理水の放出や燃料
デブリの取り出しなども並行して行われており、引き続き作業動向に注視
するとともに、安全かつ早期に廃炉が完遂するよう東京電力への監視を
強化してまいります。
次に住宅支援関係につきましては、帰還者や移住希望者による住宅需要の増加に対応するため、町内にアパートや戸建て賃貸住宅を建設する際の補助事業をしております。住宅の取得や修繕、賃貸住宅に居住する際の家賃や
転居費用に対して支援するとともに、宅地分譲の募集を行うなど、帰還者、移住者の住まいの確保に向けた総合的な取組を展開してまいります。
生活支援関係につきましては、町内で活動する復興支援員を増員し、
町内外におけるコミュニティ支援や地域おこし、賑わい創出等を積極的に
推進してまいります。また、町内における移動支援として運用している
生活循環バスについて、利用者の増加を見据え、新たに中型バスを導入することに加え、町内においても広域的に住宅の整備が進んできている状況を
踏まえ、大野駅を起点とする町の東西を結ぶバスの路線を新設し、町民や
来町者の利便性向上に努めてまいります。

移住定住支援関係につきましては、町の魅力を伝える動画などの
コンテンツ制作、ＳＮＳやインターネットを通じた広告配信、テレビ等の
マスメディアを活用した広報ＰＲなどの取組を通して町の認知度向上を図るとともに、引き続きお試し住宅等も活用しながら移住定住支援センターを
中心として移住相談にワンストップで丁寧に対応し、更なる移住定住の促進につなげてまいります。
農業につきましては、大川原地区に続き、令和７年度から特定復興再生拠点区域でも本格的に営農が再開されたことで、昨年の耕作面積は約１３０㏊となり、着実に営農再開が進んでいるところであります。
昨年度に引き続き営農再開者や農業生産法人などへの支援を継続的に行うことで、耕作面積の拡大を図るとともに、更なる担い手の確保のため、
新規の参入希望者に対する営農相談や農地のマッチングにつきましても、
精力的に努めてまいります。
また、農業用水利施設につきましては、水稲の作付け再開のため、昨年度と同様に農業用ため池の放射性物質対策工事および農業用水路の補修工事を進めてまいります。
林業につきましては、森林整備と放射性物質対策を一体的に進めるため、昨年度に引き続き「ふくしま森林再生事業」を活用し、森林整備等を進めてまいります。
続いて復興事業関係について申し上げます。
喫緊の課題であります交通インフラの再構築のため、国道６号と浜街道を結ぶ地域内の交通ネットワークを強化する重要な路線である町道東６３号線の工事を継続して推進し、早期の供用開始を目指してまいります。
また、町内のアクセス向上と地域拠点間の連携強化を図るため、新たな
道路整備も進めます。具体的には、駅前と大川原エリアを結ぶ町道西２７号線の設計作業を加速させるとともに、大熊インターチェンジと大野駅を結ぶ町道西２０号線についても、その設計作業を着実に推進いたします。
教育関係につきましては、町内での教育活動を再開し間もなく３年が経過いたします。学び舎ゆめの森で学ぶ子どもたちも令和８年１月現在で１００名となり、再開時の２６名から、３年間で約４倍の数となっております。
今年度は、震災・原発事故から１５年が経過し、その風化が問題視されていることから、風化を防ぐため、防災・減災教育を「学校設定科目」として、教育課程に位置付け、積極的に取り組むことを推奨し、子供たちが
「自らの命を守り、仲間と協力して生き抜く力」を育くんでまいります。
また、「地域とともにある学校」をより充実したものとしていくため、学校と地域が学校運営について議論し、地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって教育活動を進めてまいります。

給食につきましては、現在浪江町から提供を受けておりますが、町内で
給食を作り提供できるように昨年１２月には「大熊町学校給食施設」建設
工事の安全祈願祭が執り行われ、建設工事が始まっております。来春の稼働開始を目指し、子どもたちが笑顔で楽しめる給食の提供や、大熊ならではの食育や健康づくりに取り組めるよう整備を進めてまいります。
社会教育事業につきましては、「読書の町　おおくま」の精神を継承し、
生涯学び続けるために、町内の各施設を有効に活用した社会教育事業を実施するとともに、今後大野駅西口交流エリアに整備する社会教育複合施設を基点とし、町全体が学びの場となるよう社会教育の推進を図ってまいります。
　文化財保護につきましては、令和７年度に「大熊町文化財保存活用地域計画」を策定し文化庁の認定を受け、通常の文化財に加え震災の遺構や震災の影響で失われつつある文化や伝統なども大熊町資料として保存と活用をすることにしました。これにより、これまで課題であった町の生活や文化に関する記憶の継承についても前進したのではないかと思います。本年度も大熊町に関係する記憶を保存し未来につないでいく取組を進めてまいります。また、帰還困難区域や中間貯蔵施設区域に点在する文化財の保護についても引き続き検討を進めてまいります。
スポーツ振興事業につきましては、現在策定を進めておりますスポーツ
推進計画に基づき、町民の皆様が心身ともに健やかに暮らし、町内外で
スポーツに挑戦し、楽しみ、応援する機会を広げ、スポーツに親しむ環境と仕組みを構築します。
以上、新年度の主な重点施策を申し上げました。
東日本大震災と原子力災害から１５年を迎えます。この長い年月の間、
故郷大熊町を想い、歯を食いしばって歩んでこられた町民の皆様、そして
温かいご支援をいただいた全ての皆様に、改めて深く敬意と感謝を申し上げます。令和８年度は、復興のその先にある未来を私たちの手で確かなものにするための挑戦の年であります。帰還された方々、新しく大熊町を選んで
くださった方々、そして離れて暮らす方々。それぞれの想いを紡ぎ合わせ、誰もが誇りを持てる新しい大熊を築くために、これまで以上に、職員一同
一丸となり復興の歩みを進めてまいりますので、議員各位をはじめ、
町民の皆様のさらなるご支援とご協力をお願い申し上げ、私の施政方針と
いたします。

令和８年３月３日
大熊町長　吉田　淳
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